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１．はじめに 

 

 

枚方市では、「環境基本条例」に基づき、環境の保全と創造に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために、令和３年３月に「第３次枚

方市環境基本計画」を策定しました。 

第３次枚方市環境基本計画では、「地域から地球へ、みんなでつなぐ

豊かな環境～住み続けたいまち ひらかた」を計画のテーマとして設定

し、その実現に向けて、 

 

「すべての主体が環境保全活動に取り組む」 

「脱炭素化を推進するまちをめざす」 

「自然が保全され、人と自然が共生するまちをめざす」 

「環境負荷の少ない、資源が循環したまちをめざす」 

「健康と安全が守られ、快適な都市環境が確保されたまちをめざす」 

 

の５つの基本目標を設定し、市民・市民団体、事業者、市が連携・協力

して環境保全の取り組みを推進することとしています。 

本事業計画は、「第３次枚方市環境基本計画」に基づくもので、PDCA

サイクルによる進行管理を行うとともに、社会状況等の変化に柔軟に対

応するため、事業計画期間を３年間とし、毎年度、計画を見直すことと

しています。 

 

  

枚方市環境基本条例 

第３次枚方市環境基本計画 

第３次枚方市環境基本計画令和５年度事業計画 

※令和３年３月策定 

※毎年度見直し 
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２．第３次枚方市環境基本計画の施策の体系 

 

第３次枚方市環境基本計画では、計画の基本目標と SDGsの関係を明確にするとともに、本市が令和２年２月に表明した「2050年二酸化炭素排出量実質ゼ

ロ」の方向性を含め、本市における令和 12（2030）年度までの環境施策の基本方針を取りまとめています。 
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３．令和５（2023）年度事業計画 

 

基本目標１ すべての主体が環境保全活動に取り組む【パートナーシップ・環境教育】                
 

【①環境施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②環境指標】 

指  標 
基準年度実績 

平成 30（2018）年度 

目標 

 
環境指標の実績 

【毎年度状況を把握する指標】 

環境保全活動に取り組んでいる市民団体・ 

事業者等の数 

238団体 

248団体 

 

 

 

 

 

 
（めざすべき方向） 

【毎年度状況を把握する指標】 

環境教育・学習等に参加した人のうち、 

環境保全意識が高まったと感じた人の割合 

84.7％ 

90％ 

 

 

 

 

 

 

 

（めざすべき方向） 

パートナーシップ・環境教育 
すべての主体が環境保全活動に取り組む 

分野と分野別の基本目標 環境施策の分野 

市民・市民団体、事業者の環境保全活動の促進 

ライフステージに応じた環境教育・環境学習の推進 

環境コミュニケーションの推進 
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【③事業計画】 
 

●「関連計画」欄に○の記載がある事業は、「地球温暖化」は枚方市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、「生物多様性」は枚方市生物多様性地域戦

略、「環境教育」は枚方市環境教育行動計画の進行管理の評価対象事業を示しています。 

●事業計画のうち、法等の執行事務、制度の運用、施設の維持管理、報告書等の作成・発行、調査事業、定例的な取り組みについては、「実績管理事

業」として、目標を設定せず、事業実績のみの進行管理を行います。 

 

環境施策の分野１  市民・市民団体、事業者の環境保全活動の促進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度

目標 

令和６(2024)年度

目標 

令和７(2025)年度

目標 

関連計画 
地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

エコライフ推進事業 

NPOや事業者などと連携・協力しながら、

年間を通して、環境意識の啓発に取り組み

ます。 

環境政策課 

・環境イベントへ

の参加者数 

 1,700人 

・省エネ家電買い

換え促進事業補

助金の交付件数 

7,200 件 

・環境イベントへ

の参加者数 

 1,700人 

・環境イベントへ

の参加者数 

 1,700 人 

○  ○ 

環境保全啓発補助事業 

環境の保全と創造についての取り組みを推

進するために設立された「NPO法人ひらか

た環境ネットワーク会議」が取り組む環境

保全活動の支援を行います。 

環境政策課 

ひらかた環境ネッ

トワーク会議が実

施した事業数 

12 事業 

ひらかた環境ネッ

トワーク会議が実

施した事業数 

12 事業 

ひらかた環境ネッ

トワーク会議が実

施した事業数 

12 事業 

○  ○ 

枚方市地球温暖化対策 

協議会事業 

枚方市地球温暖化対策協議会の活動を通し

て、市民・事業者の地球温暖化対策を推進

します。 

環境政策課 

枚方市地球温暖化

対策協議会活動事

業者数 

680社 

枚方市地球温暖化

対策協議会活動事

業者数 

690社 

枚方市地球温暖化

対策協議会活動事

業者数 

700社 

○  ○ 

住工共生環境対策 

支援事業 

工業系用途地域において工場等を操業する中

小企業者が周辺住民の生活環境の保全を目的

とする環境対策を行った場合、補助対象経費

の２分の１を補助します。 

（上限 5,000,000円） 

商工振興課 

・見直し後の事業

内容の周知 

・事業者からの相

談件数１件以上 

・事業内容の周知 

・事業者からの相

談件数１件以上 

・事業内容の周知 

・事業者からの相

談件数１件以上 
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環境施策の分野２  ライフステージに応じた環境教育・環境学習の推進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度

目標 

令和６(2024)年度

目標 

令和７(2025)年度

目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

学校版環境マネジメント

システム（S-EMS）事業 

市内の小中学校・幼稚園において、環境保

全の取り組みを推進するため、ＰＤＣＡサ

イクルを活用した市独自の学校版環境マネ

ジメントシステムを運用します。 

環境政策課 

環境保全の 
取り組み件数 
300件 

環境保全の 
取り組み件数 
300件 

環境保全の 
取り組み件数 
300件 

○  ○ 

持続可能な社会の実現に

向けた環境教育事業 

市立小中学校において、SDGs を軸とした 

環境教育の推進に取り組みます。 
教育指導課 

SDGsを軸とした 

環境教育の取組 

実施校 63校 

SDGsを軸とした 

環境教育の取組 

実施校 63校 

SDGsを軸とした 

環境教育の取組 

実施校 63校 

○  ○ 

「ひらかたエコライフつ

うしんぼ」事業 

「ひらかたエコライフつうしんぼ」を作成

し、小学校での配布を通じて子どもと家族

のエコライフの実践を促進します。 

環境政策課 
つうしんぼの 

参加者数 2,000 人 

つうしんぼの 

参加者数 2,000 人 

つうしんぼの 

参加者数 2,000 人 
○  ○ 

教職員環境教育関係研修

事業 

教職員に対して、環境教育関係研修を実施

することにより、学校での環境教育の充実

を図ります。 

教育研修課 
研修の実施回数 

２回 

研修の実施回数 

２回 

研修の実施回数 

２回 
  ○ 

保育所等への環境出前 

学習の実施 

市内の保育所（園）、幼稚園における環境

出前学習を推進します。 
環境政策課 

環境出前学習の 

実施回数 

40 回 

環境出前学習の 

実施回数 

40 回 

環境出前学習の 

実施回数 

40 回 

○  ○ 

市民向け環境講座の実施 
環境情報コーナーにおいて、環境団体によ

る講座の充実を図ります。 
環境政策課 

環境講座の 

開催回数 

20 回 

環境講座の 

開催回数 

20 回 

環境講座の 

開催回数 

20 回 

○  ○ 

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 
地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

環境副読本の作成 
小学校高学年を対象に、ESD の考え方を盛り込み、ICT を活用した環境副読本「わ

たしたちのくらしと環境」を作成・活用します。 
環境政策課 ○  ○ 
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環境施策の分野３  環境コミュニケーションの推進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度

目標 

令和６(2024)年度

目標 

令和７(2025)年度

目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

環境情報コーナーの運用 

サプリ村野の「環境情報コーナー」におい

て、環境ネットワーク会議と協力して市の

環境保全への取り組みを情報発信するとと

もに、環境講座の開催や省エネナビの貸し

出し、エコドライブ体験などを行います。 

環境政策課 

環境情報コーナー

の年間利用者数 

2000人 

環境情報コーナー

の年間利用者数 

2500人 

環境情報コーナー

の年間利用者数 

2500人 

○ ○ ○ 

温暖化対策に関する 

ポータルサイトによる 

情報発信 

地球温暖化に資する様々な情報を集約した

ポータルサイトを通じて情報発信を行いま

す。 

環境政策課 
ポータルサイトの

充実 

ポータルサイトの

充実 
ポータルサイトの

充実 
○   

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

「ひらかたの環境（環境白書）」・

｢環境データ集｣の発行 

環境の現況や施策・事業の実施状況をまとめて、環境白書及び環境データ集を発行

します。 

環境政策課 

環境指導課 
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基本目標２ 脱炭素化を推進するまちをめざす【地球環境】                             
 

【①環境施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②環境指標】 

指  標 
基準年度実績 

平成 30（2018）年度 

目標 

令和 12（2030）年度 
環境指標の実績 

【５年ごとに状況を把握する指標】 

市域から排出される温室効果ガス排出量 

2,813,522 t-CO2 

（基準年度：平成 25（2013）年度） 

1,491,167 t-CO2 

（47％以上削減） 

 

（めざすべき方向） 

【毎年度状況を把握する指標】 

市内の１世帯あたりの年間のエネルギー 

消費量（電気・ガス） 

67,085 J 

（基準年度：平成 29（2017）年度）  

33,592 J 

（50％以上削減） 

 

（めざすべき方向） 
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地球環境 
脱炭素化を推進するまちをめざす 

分野と分野別の基本目標 環境施策の分野 

省エネルギー・省 CO2活動の促進 

 
再生可能エネルギーの普及促進 

気候変動の影響に対する適応策の推進 
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【③事業計画】 

 

環境施策の分野１  省エネルギー・省 CO2活動の促進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度

目標 

令和６(2024)年度

目標 

令和７(2025)年度

目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

COOL CHOICE 普及啓発 

推進事業 

ひらかた環境ネットワーク会議と連携し、

家庭部門の温室効果ガスの削減に向けて、

国民運動｢COOL CHOICE｣を市域の幅広い世

代に対して呼びかけ、賛同と実践の輪を広

げ、ライフスタイルを見直すきっかけを創

出します。 

環境政策課 

・ひらかた環境ネ
ットワーク会議
と連携し、エコ宣
言の実施 
500人の宣言 

・ひらかた環境ネ
ットワーク会議
と連携し、エコ宣
言の実施 
500人の宣言 

・ひらかた環境ネ
ットワーク会議
と連携し、エコ宣
言の実施 
500人の宣言 

○  ○ 

市役所エコオフィス 

推進事業 

枚方市役所 CO2 削減プランやエコオフィス

に関する取り組み指針などに基づき、枚方

市環境マネジメントシステム（H-EMS）を運

用し、温室効果ガスの排出抑制等の対策に

取り組みます。 

環境政策課 

・エコオフィスの
取り組みを実施
し、H25年度基準
でエネルギー消
費原単位 

4.6％削減 

・エコオフィスの
取り組みを実施
し、H25年度基準
でエネルギー消
費原単位 

5.5％削減 

・エコオフィスの
取り組みを実施
し、H25 年度基準
でエネルギー消
費原単位 

6.4％削減 

○   

市役所におけるグリーン

購入の推進 

「グリーン購入推進指針」に基づき、環境

に配慮した物品の購入を推進します。 
環境政策課 

グリーン購入率 
95％ 

グリーン購入率 
95％ 

グリーン購入率 
95％ 

○   

道路照明灯 LED 化事業 
消費電力の削減による環境負荷の軽減を図る

ため、道路照明灯を LEDに交換します。 
工事委託課 

道路照明灯を LED 化 

（5 基） 

道路照明灯を LED 化 

（5 基） 

道路照明灯を LED 化 

（5 基） 
○   

公用車における電動車の

導入 

公用車（特殊自動車を除く）について、電

動車の導入を推進します。 

環境政策課 

総務管理課 

・指針に基づく電
動車の導入 

・充電設備設置手
法等の整理 

指針に基づく電動
車の導入 

指針に基づく電動
車の導入 

○   

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

建築物省エネ法の運用 
建築物省エネ法を適切に運用することにより、建築物のエネルギー性能向上に寄与

します。 
審査指導課 ○   
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環境施策の分野２  再生可能エネルギーの普及促進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

再生可能エネルギー導入等

推進事業 

脱炭素社会の実現に向けて、新設や既存の公共

施設への太陽光発電システム等の導入を進める

とともに、市の太陽光発電システム等を活用す

るなど、再生可能エネルギーの普及啓発を図り

ます。 

環境政策課 

設備課 

・「禁野小学校新校舎

整備事業」におい

て、太陽光発電設備

の実施設計 

・枚方ソラパでの見学

会の実施：1回 

・「禁野小学校新校舎

整備事業」において

太陽光発電設備の実

施設計・工事着手 

・枚方ソラパでの見学

会の実施：1回 

・「禁野小学校新校舎

整備事業」におい

て、太陽光発電設備

工事の施工 

・枚方ソラパでの見学

会の実施：1回 

○   

ネット・ゼロシティ 

Hirakata style事業 

大阪府と連携した再エネ電気や太陽光発電・蓄

電池システムの共同購入事業等を通じて、市域

への再生可能エネルギーの拡大を図ります。 

さらに、枚方市地球温暖化対策協議会電動車部

会と連携し、電動車の導入を促進するととも

に、ゼロカーボン・ドライブの実現をめざしま

す。 

また、様々な未利用地に環境等に配慮しなが

ら、太陽光発電設備を設置し、周辺地域で活用

していくことで、再生可能エネルギーの普及を

促進します。 

環境政策課 

・大阪府と連携した共

同購入事業の実施 

・民間事業者と連携し

た脱炭素のモデルと

なる事業の検討 

・大阪府と連携した共

同購入事業の実施 

・モデル事業に係る太

陽光発電設備の設置 

・市民向け省エネ対策

事業の検討 

・大阪府と連携した共

同購入事業の実施 

・市民向け省エネ対策

事業の実施 

○  ○ 

【新規】 

再生可能エネルギーへの移

行及び電力購入契約の一本

化 

市役所で使用する電力の再生可能エネルギーへ

の移行に向け、スケールメリットをいかした一

括購入や PPA モデル（第３者所有モデル）な

ど様々な手法を活用した再エネ・省エネの取り

組みを推進します。 

環境政策課 

行革推進課 

・電力一括購入対象施

設の整理 

・既存施設への効率的

な太陽光発電設備の

導入に向けた可能性

調査の実施 

・新たな調達方法によ

る電力購入に向けた

検討・公募の実施 

・新たな調達方法によ

る電力購入の開始 

・創エネ・省エネ設備

の導入 

○   
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環境施策の分野３  気候変動の影響に対する適応策の推進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

水を活用した暑気対策 

事業 

各種イベント等での打ち水など、水による

冷却効果の活用に取り組みます。 
環境政策課 

ふれあい通りでの

打ち水実施：2回 

ふれあい通りでの

打ち水実施：2回 

ふれあい通りでの

打ち水実施：2回 
○  ○ 

緑のカーテン事業 
緑のカーテンモニターやコンテストを実施

し、緑のカーテンの普及を推進します。 
環境政策課 

モニター参加 150 人 
コンテスト応募 100 人 

モニター参加 150 人 
コンテスト応募 100 人 

モニター参加 150 人 
コンテスト応募 100 人 

○  ○ 

地域防災推進員育成事業 

各校区自主防災組織の選出者と一般公募に

よる参加者を対象に、防災に関する知識と

技能を習得するための外部講師による座学

や、消防吏員の指導による救出・救助用資

機材や消火器の取扱い方法などの実技を行

う、地域防災推進員育成研修会を開催しま

す。 

危機管理対策推進課 

地域防災推進員育

成研修会修了者数

（累計）890 人 

地域防災推進員育

成研修会修了者数

（累計）940 人 

地域防災推進員育

成研修会修了者数

（累計）990 人 

○   
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基本目標３ 自然が保全され、人と自然が共生するまちをめざす【自然環境】                     
 

【①環境施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②環境指標】 

指  標 
基準年度実績 

平成 30（2018）年度 

目標 

令和 12（2030）年度 
環境指標の実績 

【４年ごとに状況を把握する指標】 

市全域における緑被面積の割合 

38.5％ 

（基準年度：平成 27（2015）年度）  

38.5％ 

 

（めざすべき方向） 

【10年ごとに状況を把握する指標】 

自然環境調査で確認された在来種の種数 

1,304種 

（基準年度：平成 25（2013）年度） 

1,304種 

 

 

（めざすべき方向） 

 

  

自然環境 
自然が保全され、人と自然が共生する 

まちをめざす 

分野と分野別の基本目標 環境施策の分野 

生態系の保全 

 
緑の保全と創出 

自然とのふれあいの場の確保 



12 

 

【③事業計画】 

環境施策の分野１  生態系の保全 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

森林環境保全事業 

間伐などの森林整備を行うとともに、木材利用

や普及啓発につながる事業などを実施し、森林

環境保全事業を推進します。 

農業振興課 

森林整備方針を踏ま

え、間伐などの森林

整備の実施 

（延べ面積 27ha） 

間伐などの森林整備

の実施 

（延べ面積 28ha） 

間伐などの森林整備

の実施 

（延べ面積 29ha） 

○ ○  

森林ボランティア 

育成事業 

里山などの自然空間を保全し、自然の大切さを

発信するため、森林保全等に関する講座等を開

講し、里山保全活動を行うボランティアを育成

します。 

農業振興課 

・森林ボランティア育

成に向けた全６回の

連続講座の開催 

・講座修了生による竹

林整備の実施（年２

回程度）。 

・森林ボランティア育

成に向けた全６回の

連続講座の開催 

・講座修了生による竹

林整備の実施（年２

回程度）。 

・森林ボランティア育

成に向けた全６回の

連続講座の開催 

・講座修了生による竹

林整備の実施（年２

回程度）。 

○ ○ ○ 

里山保全推進事業 

第二京阪道路以東の東部地域の里山を、市民全体の

貴重な財産として保全継承していくため、里山保全

計画に基づき、市民、地権者等、本市の里山保全に

関する取り組みを進めます。 

農業振興課 
森づくり委員会、意

見交換会の実施 

森づくり委員会、意

見交換会の実施 

森づくり委員会、意

見交換会の実施 
○ ○  

里山保全活動補助事業 
里山保全活動団体に対して、補助金を交付

し、活動を支援します。 
農業振興課 

交付申請団体数 

６団体 

交付申請団体数 
６団体 

交付申請団体数 
６団体 

○ ○  

農業被害対策事業 

農業被害とともに、人的被害が発生しない

よう、地元と連携し、防護柵の設置等への

補助を実施するなど、イノシシ対策を行い

ます。 

農業振興課 

・有害鳥獣（イノシ

シ）の被害額 30万

円以下。 

・有害鳥獣（イノシ

シ）の被害額 30万

円以下。 

・有害鳥獣（イノシ

シ）の被害額 30万

円以下。 

 ○  

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

ふるさと生き物調査の実施 
概ね５年ごとに自然環境や生物に関する調査を実施し、市域の自然環境の状況を把

握するとともに、生物多様性の重要性について普及啓発を行います。 
環境政策課  ○ ○ 

特定外来生物の防除 特定外来生物（アライグマ）の防除を行います。 環境政策課  ○  
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環境施策の分野２  緑の保全と創出 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

緑化推進事業 

市民や事業者が主体となり積極的かつ効果的に

緑化活動を展開できるよう各種事業を実施しま

す。特に、「花いっぱい健康づくりプロジェク

ト」によって、身近な地域の公園からまちなか

緑化に取り組める環境整備を進めます。また、

「緑化活動団体支援補助金」等を効果的に活用

し、緑化活動を担う市民団体等の支援を行いま

す。 

維持補修課 

みどりに関する支援
申請件数（令和３
(2021)年度より累
計・個人は除く） 
 9件 

みどりに関する支援
申請件数（令和３
(2021)年度より累
計・個人は除く） 
 14件 

みどりに関する支援
申請件数（令和３
(2021)年度より累
計・個人は除く） 
 20件 

○ ○ ○ 

新名神高速道路事業に係

る公園・緑地の整備 

新名神高速道路事業に伴い生じた南船橋地

区及び船橋本町地区のトンネル上部の事業

用地等を活用し、新たに公園・緑地を整備

し、みどりとふれあえる空間を創出しま

す。 

工事委託課 

南船橋地区におい

て、実施設計内容に

ついて地元説明を行

う。 

南船橋地区（整備面

積 4,200㎡）におい

て整備工事を実施。 

（船橋本町地区にお

いては、高速道路事

業の進捗により、Ｒ

９年度より取り組

む。） 

○ ○  

市道緑化推進事業 

まちなかの緑地空間を創出するため、市道にお

ける街路樹の整備や適正な維持管理を行いま

す。 

工事委託課 

道路河川整備課 

・都市計画道路（牧野
長尾線・御殿山小倉
線・中振交野線･長尾
杉線）における街路
樹（植栽及び植樹ス
ペース）の整備実施 

・整備済みの街路樹
の維持管理 

・都市計画道路（牧野
長尾線・中振交野線･
長尾杉線）における
街路樹（植樹スペー
ス）の整備実施 

 
・整備済みの街路樹
の維持管理 

・都市計画道路（牧野
長尾線・中振交野線･
長尾杉線）における
街路樹（植栽・植樹
スペース）の整備実
施 

・整備済みの街路樹
の維持管理 

○ ○  

地産地消推進事業 

地産地消を促進し地域農業の振興を図るとともに、

児童の食育教育を推進するため、野菜など地元農産

物を供給します。また、農業者団体（市内直販団

体）による自家生産の農産物を市民へ直接対面販売

する「ふれあい朝市」の開催を支援します。 

農業振興課 

・学校給食に使用
する市内農産物
の品目数（米・野
菜）20品目 

・ふれあい朝市の 
開催回数 500回 

・学校給食に使用
する市内農産物
の品目数（米・野
菜）20品目 

・ふれあい朝市の 
開催回数 500回 

・学校給食に使用
する市内農産物
の品目数（米・野
菜）20品目 

・ふれあい朝市の 
開催回数 500回 

○ ○ ○ 

エコ農産物普及拡大事業 

農薬の使用回数、化学肥料の使用量を通常の半分以

下で栽培された農産物を大阪府が認証する「大阪エ

コ農産物認証制度」の普及拡大を図ります。 

農業振興課 
・エコ農産物認証
申 請 認 証 面 積
51ha 

・エコ農産物認証
申 請 認 証 面 積
51ha 

・エコ農産物認証
申 請 認 証 面 積
51ha 

○ ○  
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＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

都市公園等維持管理事業 都市公園・小規模公園の剪定等を行うなど維持管理を適正に実施します。 
維持補修課 

工事委託課 
○ ○  

公園整備事業 
市民が日常生活の中で自然と親しめる場を確保するため、駅前花壇や公園等で草花や花木

の植栽など、まちなかの公園整備を進めます。 
工事委託課 ○ ○  

 
 

環境施策の分野３  自然とのふれあいの場の確保 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

自然保護啓発事業 

都市に残された自然環境や市域に生息する動植

物を守るため、自然観察会や講演会の開催等に

より、自然保護の啓発を行います。 

環境政策課 

自然保護啓発 

イベントの 

実施回数６回 

自然保護啓発 

イベントの 

実施回数６回 

自然保護啓発 

イベントの 

実施回数６回 

○ ○ ○ 

野外活動センター活用事業 

市民の余暇充実や青少年の育成を図るた
め、自然に触れる機会を提供するとともに、
市外からの利用者にも満足してもらえるよ
うアウトドアに特化した賑わい創出を目指
します。 

スポーツ振興課 
年間利用者数 

15,000 人 

年間利用者数 

15,000人 

年間利用者数 

15,000 人 
 ○ ○ 

プレーパーク推進事業 

子育て環境の充実と地域の活性化を図るた
め、子どもたちが創造や工夫により自ら遊
び場を作る「子どもの冒険遊び場」として、
まちなかにある斜面林という立地条件を活
かし、香里ケ丘地区の桑ケ谷の緑地におい
て市民活動団体と協働してプレーパーク事
業を行います。 

道路公園管理課 

緑地の利活用とと
もにプレーパーク
実施の環境づく
り・自立に向けた
サポートに取り組
んでいく。 
年 12回のプレーパ
ーク開催 

― ― ○ ○ ○ 
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基本目標４ 環境負荷の少ない、資源が循環したまちをめざす【資源循環】                     
 

【①環境施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②環境指標】 

指  標 
基準年度実績 

平成 30（2018）年度 

目標 

令和 12（2030）年度 
環境指標の実績 

【毎年度状況を把握する指標】 

市民１人あたりの１日のごみの排出量 
826g 

785g 

（令和 7（2025）年度） 

 

（めざすべき方向） 

【毎年度状況を把握する指標】 

ごみの焼却量 
96,041t 

88,844t 

（令和 7（2025）年度） 

 

（めざすべき方向） 
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目標値

資源循環 
環境負荷の少ない、資源が循環した 

まちをめざす 

分野と分野別の基本目標 環境施策の分野 

廃棄物の発生抑制 

 
リサイクルの促進 

廃棄物の適正処理の推進 
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【③事業計画】 

 

環境施策の分野１  廃棄物の発生抑制 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

ごみ減量化啓発事業 

市内の小学校・幼稚園・保育園において、

ごみの処理や減量等について学ぶ環境学習

の実施や、駅前・店頭における啓発キャン

ペーンの実施等により、「４Ｒ」の普及・

啓発を行います。また、ごみ減量等に関す

る講演会とごみ減量フェア（小中学生によ

るポスターコンクールの作品展示等により

ごみ減量についての関心と理解を深めるイ

ベント）を実施します。 

ごみ減量推進課 

市内各所でのキャン

ペーンの実施：20回 

環境教育、環境学習

の実施：57 回 

ごみ減量講演会の開

催：１回 

ごみ減量フェアの開

催：１回 

環境ポスターコンク

ールの開催：１回 

コンポスト容器の貸

与：10 世帯 

EM 容器の貸与：20 世

帯 

市内各所でのキャン

ペーンの実施：20回 

環境教育、環境学習

の実施：57 回 

ごみ減量講演会の開

催：１回 

ごみ減量フェアの開

催：１回 

環境ポスターコンク

ールの開催：１回 

コンポスト容器の貸

与：10 世帯 

EM 容器の貸与：20 世

帯 

市内各所でのキャン

ペーンの実施：20回 

環境教育、環境学習

の実施：57 回 

ごみ減量講演会の開

催：１回 

ごみ減量フェアの開

催：１回 

環境ポスターコンク

ールの開催：１回 

コンポスト容器の貸

与：10 世帯 

EM 容器の貸与：20 世

帯 

○  ○ 

フードドライブ事業 

民間事業者と連携し、家庭において提供可

能な食品を回収し、必要とする市民や食品

の活用が可能な団体等に提供するフードド

ライブを実施します。 

循環型社会推進課 

ごみ減量推進課 

穂谷川資源循環センター 

・公民連携によるフード

ドライブの実施 

・フードドライブの周知 

・公民連携によるフード
ドライブの実施 

・フードドライブの周知 

・公民連携によるフード
ドライブの実施 

・フードドライブの周知 
○  ○ 

清掃工場見学等環境啓発

事業 

清掃工場の見学等による環境啓発を行いま

す。 
東部資源循環センター 

小学校の見学者への

事後アンケートによ

り、見学前後で啓発

効果（ごみ減量・環

境保全）が確認でき

た割合を向上させ

る。 

意欲向上率 70%以上 

小学校の見学者への

事後アンケートによ

り、見学前後で啓発

効果（ごみ減量・環

境保全）が確認でき

た割合を向上させ

る。 

意欲向上率 70%以上 

小学校の見学者への

事後アンケートによ

り、見学前後で啓発

効果（ごみ減量・環

境保全）が確認でき

た割合を向上させ

る。 

意欲向上率 70%以上 

○  ○ 
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＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

ごみ減量化対策事業 

校区コミュニティで推薦される廃棄物減量等推進員を任命し、地域住民へのごみ減

量化対策の周知・啓発協力、また、市民ボランティアで構成されたひらかた夢工房

の管理・運営、生ごみの堆肥化事業など市民や NPO団体との協働により、ごみの減

量に取り組みます。 

ごみ減量推進課 ○  ○ 

家庭系ごみ有料化の検討 

ごみの発生抑制やリサイクルへの誘導、ごみ減量の努力に応じた費用負担の公平性

確保の観点から、経済的な動機付けを活用したごみ処理手数料の見直しを検討しま

す。 

循環型社会推進課 ○   
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環境施策の分野２  リサイクルの促進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度

目標 

令和６(2024)年度

目標 

令和７(2025)年度

目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

ごみ資源化事業 

ごみの焼却量削減や資源の有効活用を図るた

め、ペットボトル・プラスチック製容器包装

やリサイクル可能な紙類、空き缶、使用済小

型家電等のごみの資源化を推進します。 

循環型社会推進課 

ごみ減量推進課 

家庭ごみ業務第１課 

家庭ごみ業務第２課 

穂谷川資源循環センター 

東部資源循環センター 

ごみの資源化率 
19.4％ 

ごみの資源化率 
19.4％ 

ごみの資源化率 
19.4％ 

○   

学校給食牛乳パック 
リサイクル事業 

学校給食牛乳パックについて、民間業者と連

携し、リサイクルを実施していくとともに、

リサイクルを通じて児童・生徒等に環境教育

を行うことで環境意識の向上を図ります。 

循環型社会推進課 

ごみ減量推進課 

家庭ごみ業務第１課 

穂谷川資源循環センター 

おいしい給食課 

教 育 指 導 課 

・学校給食牛乳パッ

クの全量リサイ

クル 

・学校給食牛乳パ

ックリサイクル

を通じた環境教

育の推進 

・学校給食牛乳パッ

クの全量リサイ

クル 

・学校給食牛乳パ

ックリサイクル

を通じた環境教

育の推進 

・学校給食牛乳パッ

クの全量リサイ

クル 

・学校給食牛乳パ

ックリサイクル

を通じた環境教

育の推進 

○  ○ 
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＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

資源ごみ等持ち去り行為防止対策

事業 

資源ごみや粗大ごみの持ち去り行為を条例で規制するとともに、巡回パトロールの

強化や制度の周知・啓発を行い、持ち去り行為の防止を図ります。 
家庭ごみ業務第２課 ○   

古紙回収事業 第２、第４木曜日を基本として、月に２回庁舎の古紙を回収します。 総務管理課 ○   

廃棄文書のトイレットペーパー化

事業 

保存期間を経過した廃棄文書は、分別等ののち古紙再生処理業者に搬送し、溶解

し、トイレットペーパー等に再生利用します。 
コンプライアンス推進課 ○   

廃油リサイクル事業 各学校給食調理場から排出される廃油のリサイクルを行います。 おいしい給食課 ○   

図書リサイクル事業 
図書館及び市民の不要図書を希望者に譲与、売払い（古書･古紙）等を行い、再利

用を図ります。 
中央図書館 ○   

再生資源集団回収報償金制度運用

事業 

再利用可能な品目の資源化によるごみ減量を促進するため、古紙や古布等を再生業

者に引き渡している非営利団体に対して報償金を交付する「再生資源集団回収報償

金制度」を行うことで、焼却ごみの削減を図ります。 

ごみ減量推進課 ○   
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環境施策の分野３  廃棄物の適正処理の推進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

新ごみ処理施設整備事業 

京田辺市と連携を図りながら枚方京田辺環境施

設組合による可燃ごみ広域処理施設の円滑な整

備が行えるよう取り組みます。 

循環型社会推進課 

枚方京田辺環境施設 

組合による建設工事 

実施 

枚方京田辺環境施設 

組合による建設工事 

実施 

・枚方京田辺環境施

設組合による建設

工事実施 

・新ごみ処理施設整

備完了 

   

東部清掃工場 

焼却施設長寿命化に係る 

整備改良事業 

東部清掃工場焼却施設長寿命化総合計画に
基づき、第１期工事（基幹的設備改良事業）
を令和３(2021)年度から７(2025)年度まで
の５ヶ年において計画的に実施します。 

東部資源循環センター 

２号焼却設備に関

する工事の一部を

行います。 

１号焼却設備に関

する工事の残りを

行います。 

２号焼却設備に関

する工事の残りを

行います。 
○   

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

事業系ごみ減量指導事業 

多量排出事業所に対して、一般廃棄物管理責任者の選任及び減量等計画書の作成・

提出を求めるなど、事業系ごみの適正処理による減量及び再資源化の指導を行いま

す。 

循環型社会推進課    

産業廃棄物指導等事業 産業廃棄物処理業者に対し、適正処理に係る指導を行います。 環境指導課    

穂谷川清掃工場運営管理事業 
穂谷川清掃工場において、ごみ焼却処理に係る環境負荷を抑えるとともに、廃熱を

利用した発電を行います。 
穂谷川資源循環センター ○   

東部清掃工場運営管理事業 
東部清掃工場において、ごみ焼却処理に係る環境負荷を抑えるとともに、廃熱を利

用した発電を行います。 
東部資源循環センター ○   
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基本目標５ 健康と安全が守られ、快適な都市環境が確保されたまちをめざす【都市環境・生活環境】           
 

【①環境施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②環境指標】 

指  標 
基準年度実績 

平成 30（2018）年度 

目標 

令和 12（2030）年度 
環境指標の実績 

【５年ごとに状況を把握する指標】 

市域の空き家率 
12.4％ 

12.4％ 

 

（めざすべき方向） 

【毎年度状況を把握する指標】 

環境基準の達成率 
95.5％ 

100％ 

 

（めざすべき方向） 

  

都市環境・生活環境 
健康と安全が守られ、快適な都市環境 

が確保されたまちをめざす 

分野と分野別の基本目標 環境施策の分野 

人と環境に配慮したまちづくりの推進 

 
美しいまちなみの確保 

良好な生活環境の確保 
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環境施策の分野１  人と環境に配慮したまちづくりの推進 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年度目

標 

令和６(2024)年度目

標 

令和７(2025)年度目

標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

公共交通利用促進
（モビリティ・マネ
ジメント）事業 

 過度に自家用車に依存することなく、多様
な交通手段を選択することができるように、
鉄道、バス、タクシーなどの公共交通の利用を
促進し、持続可能な交通機能を確保します。 

交通対策課 
公共交通利用促進イベ

ントの参加者数 200人 

公共交通利用促進イベ

ントの参加者数 200人 

公共交通利用促進イベ

ントの参加者数 200人 
○   

公共交通環境整備事業 

公共交通の利用促進および猛暑対策と
して、駅前広場などのロータリーやバス
停において、植栽などによる緑化、遮熱
性の上屋や舗装の整備を行います。 

交通対策課 

単独バス停およびロータ
リー部について、上屋の
遮熱式への交換、保水性
舗装への改良、緑化  

単独２ヵ所、ロータリー

３ヵ所  

事業未定 事業未定 ○   

幹線道路整備事業 
交通渋滞を緩和するとともに、安全な交
通環境確保するため、幹線道路の整備を
進めます。 

道路河川整備課 整備(供用)率 62.9% 整備(供用)率 62.9% 整備(供用)率 63.5% ○   

京阪本線連続立体交差
事業 

交通渋滞を緩和するとともに、安全な交通
環境を整えるため、枚方公園駅付近～香里
園駅付近の連続立体交差化を進め、都市交
通の円滑化と分断されていた市街地の一体
化を図ります。 

連続立体交差課 

・連続立体交差事業 

用地取得率 100％ 

・準備工事（仮囲い等） 

・国道一号線高・高架部工事 

・ 万 年 寺 山 法 面 工 事 

・国道一号線高・高架部工事 

・仮線路工事 

・高架橋構築工事 

・家屋・埋蔵文化財調査 

・国道一号線高・高架部工事 

・仮線路工事 

・高架橋構築工事 

・家屋・埋蔵文化財調査 

○   

光善寺駅西地区第一

種市街地再開発事業 

光善寺駅西地区にて、組合施行の市街地
再開発事業による都市計画道路北中振線
及び駅前交通広場と施設建築物の一体的
な整備を図るため、事業の実現に向けた
支援を行います。 

市街地開発課 
１街区施設建築物建築
工事完成 

２街区施設建築物建築
工事着手 

２街区施設建築物建築
工事 

○   

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

建築協定・まちづくり支援事業 
建築協定を締結しようとする住民組織に対する支援を行い、それぞれの地域にふさ

わしいまちなみ形成を推進します。 
住宅まちづくり課    

地区計画制度の運用 地区計画により良好なまち並みの形成や保全を行います。 都市計画課    

枚方市道路長寿命化修繕計画事業 
道路施設の長寿命化を図ることを目的として、道路長寿命化修繕計画を策定し、効率的・効

果的で持続可能な道路施設の維持管理を促進します。 
道路公園管理課 ○   
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環境施策の分野２  美しいまちなみの確保 

 

事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 
地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

プラごみ削減・ポイ捨て 

防止推進事業 

市民・市民団体・事業者・行政が連携・協力して、

「ポイ捨てをしない、させない環境づくり」や、「使

い捨てプラスチックの使用削減に向けた取り組み」

を行うことで、世界的に深刻化している海洋プラス

チック問題の解決・改善につなげます。 

環境政策課 

プラごみダイエット～ポ

イ捨てゼロ宣言に賛同し、

取り組みに協力すると答

えた市民の人数 

10000人 

－ －   ○ 

公共場所のアダプト 

プログラム事業 

まちの環境美化を進めるため、市が管理する道路や公園・緑
地等の公共場所において、美化活動に取り組む市民団体や企
業に対して協定に基づく支援を行います。 

家庭ごみ業務第１課 

道路公園管理課 

維持補修課 

活動団体数 

239団体 

活動団体数 

239団体 

活動団体数 

239団体 
  ○ 

まち美化啓発事業 

快適な生活環境を確保するため、「ポイ捨て等防

止条例」「路上喫煙制限条例」の周知を図り、ポ

イ捨て・犬のふんの放置、路上喫煙による迷惑

行為等の防止に向けた啓発に取り組み、市民の

美化意識の向上を図ります。また、美化意識を

育むため、小学校３・４年生を対象に社会科副

読本を活用します。 

環境政策課 

教育指導課 

・ポイ捨てや路上喫煙
等の制限の周知を図
るため、まち美化推
進重点地区、路上喫
煙禁止区域での啓発
を実施：啓発キャン
ペーン２回 

・デジタル副読本と副
読本を併用して活用 

・ポイ捨てや路上喫煙
等の制限の周知を図
るため、まち美化推
進重点地区、路上喫
煙禁止区域での啓発
を実施：啓発キャン
ペーン２回 

・デジタル副読本と副
読本を併用して活用 

・ポイ捨てや路上喫煙
等の制限の周知を図
るため、まち美化推
進重点地区、路上喫
煙禁止区域での啓発
を実施：啓発キャン
ペーン２回 

・デジタル副読本と副
読本を併用して活用 

  ○ 

歩きたばこ対策推進事業 

路上喫煙による迷惑行為や吸殻ごみのポイ

捨てを防止するため、「路上喫煙の制限に

関する条例」の周知を図るとともに、違反

者に対する是正指導を行います。 

環境政策課 
・広報誌や啓発看板

等による啓発 
・広報誌や啓発看板

等による啓発 
・広報誌や啓発看板

等による啓発 
   

環境美化推進事業 

「天の川クリーン＆ウォーク」の実施や、

犬のふん問題に対する「イエローカード作

戦」などを支援します。 

環境政策課 

・ひらかたクリー
ン リ バ ー の 実
施：３回 

・イエローカード
作戦の支援 

・ひらかたクリー
ン リ バ ー の 実
施：３回 

・イエローカード
作戦の支援 

・ひらかたクリー
ン リ バ ー の 実
施：３回 

・イエローカード
作戦の支援 

  ○ 

良好なまちなみ形成事業 

地域の特性を活かした個性と魅力ある景観形成を行

うため、景観計画及び景観条例に沿った良好な景観形

成を目指します。また、屋外広告物条例の周知・啓発

のほか、枚方宿街道沿いに残された貴重な町家の保全

や歴史的な修景について支援します。 

住宅まちづくり課 

・景観形成の推進 

・歴史的景観の 

保全件数２件 

・景観形成の推進 

・歴史的景観の 

保全件数２件 

・景観形成の推進 

・歴史的景観の 

保全件数２件 
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＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 
地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

空き家・空き地対策推進事業 

適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻

な影響を及ぼすことが考えられるため、空き家の未然防止や活用など、空き家対策につい

て総合的、計画的に取り組むことで、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与します。 

住宅まちづくり課    

不法投棄防止対策事業 
廃棄物の不法投棄等不適正処理を防止するため、定期的なパトロール・指導を行い

ます。 
家庭ごみ業務第１課    

不法屋外広告物対策事業 公共の場所への不法屋外広告物をなくし、まちの美化を図ります。 環境政策課    
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事業名 事業概要 担当課 
令和５(2023)年

度目標 

令和６(2024)年

度目標 

令和７(2025)年

度目標 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

公害防止啓発事業 
河川水質等の水環境に関する啓発を行うた

め、学習会を開催します。 
環境指導課 

学習会等の 

開催回数 ７回 

学習会等の 

開催回数 ７回 

学習会等の 

開催回数 ７回 
  ○ 

保水性舗装及び透水性 

舗装道路整備の促進 

道路を整備する際、雨水排水の流出抑制及

び暑気対策のため、保水性・透水性材を使

用します。 

道路河川整備課 

新設道路において

舗装面積の 85%以

上で保水性または

透水性舗装を実施 

新設道路において

舗装面積の 85%以

上で保水性または

透水性舗装を実施 

新設道路において

舗装面積の 85%以

上で保水性または

透水性舗装を実施 

   

 

＜実績管理事業＞ 

事業名 事業概要 担当課 

関連計画 

地
球
温
暖
化 

生
物
多
様
性 

環
境
教
育 

浄化槽の適正管理 

浄化槽法に基づき、設置届出等の受理を行うとともに、適正な維持管理の指導・啓

発を行います。また、浄化槽保守点検業者の登録制度を設け、要件を満たす業者に

登録証を交付します。 

保健衛生課    

事業者への公害防止の指導 
工場及び事業場から提出される公害関係法令に基づく申請・届出について、内容の

審査を実施するとともに、立入検査等を通じて、規制指導を行います。 
環境指導課    

環境監視事業 

市域の大気、水質、騒音、有害物質等の状況を監視・調査することにより、環境基

準達成状況を把握するとともに、地盤沈下の状況を把握し、ホームページ等で情報

提供を行います。 

環境指導課    

公共下水道（汚水）整備事業 
住居系地域の汚水整備は概成しましたが、枚方市下水道ビジョン 2022に基づき、

市内に点在する未整備地区について、汚水の整備を進めます。 
汚水整備課    

生活排水適正処理啓発事業 

公共下水道処理区域内に存する浄化槽やし尿のくみ取り家屋に対し、訪問等による

早期水洗化のための啓発を行い、生活排水の適正処理に向けた取り組みを進めま

す。 

希釈放流センター 

下水道管理課 
   

 


